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９ 精 神 保 健 

保健所は、地域における公衆衛生の第一線の行政機関として、精神保健諸問題の中心と  

なり、精神科医、精神保健福祉センター、社会福祉関係諸機関、施設との緊密な連絡調整 

のもとに、精神障害の早期発見、早期治療、経済的問題、社会復帰を援助するため、相談 

及び指導を積極的に実施し、地域住民の健康保持、向上を図るための諸活動を行っている。 

 

（１） 自立支援医療費公費負担 

精神障害の適正な医療を普及するため、健康保険法の規定による病院、診療所、

薬局において、精神障害者が病院及び診療所に入院せずに医療を受ける場合、その

医療行為に必要な費用を所得区分に応じて公費で負担する。 

＜申 請 件 数＞ 

申   請   件   数 年
度 総   数 初   回 継続・その他 

承 認 件 数 

16 781（ 213） 321（  97） 460（ 116） 781（ 213） 

17 913（ 243） 262（  75） 651（ 168） 913（ 243） 

18 669（ 309） 265（ 143） 404（ 166） 669（ 309） 

19 1,967（ 346） 273（ 135） 1,694（ 211） 1,967（ 346） 

20  1,920 ( 300)  310 ( 121)  1,610 ( 179)  1,920 ( 300)  

（注）（ ）は精神障害者保健福祉手帳申請者数。  
平成１７年度までは通院医療費。平成１８年度より自立支援医療費に変更。 

 

（２）小児精神障害者入院医療費助成 

       東京都医療費助成実施要綱に基づき実施されている。 

       この対象者は、患者が都内に居住し、入院治療を必要とする満１８歳未満の者で、 

     精神病院に入院中の者に限られる。 

＜申 請 件 数＞ 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

４ ２ １ ０ ３ 

 

（３）医療保護入院 

       医療保護入院とは、精神保健福祉法第３３条並びに第３６条の規定により、精神病 

     院の管理者が診断の必要上、後見人、配偶者、親権を行う者、その他の扶養義務者の 

     同意を得て、精神障害の疑いのある者を一時的に入院させる制度である。 

       医療保護入院の措置をとるには、１０日以内に最寄りの保健所長を経由し、都道府 

県知事に届け出なければならない。 

＜届出件数（法第３３・３６条）＞ 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

５   ４ ３ １０ １１ 
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（４）警察官通報 

       警察官は、精神保健福祉法第２４条の規定により、その職務を執行するにあたり、 

     精神障害のため、自傷、他害の恐れのある者を発見したときには、直ちに最寄りの保 

     健所長に通報しなければならない。 

       その通報を受理した保健所長は、速やかに都へ報告しなければならない。 

＜受 理 件 数＞ 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

５１ ５１ ３９ ５３ ６２ 

 
（５）精神保健福祉相談（心の健康相談） 

専門医師により、面接、往診等を実施している。（予約制） 

実人数    ７８人 

＜相談内容＞                          （延人数） 

区分 
老人精神 

保  健 
社会復帰 アルコール  薬 物 思春期 

心の健康

づ く り 
その他 計 

 ７ ３ ９ ３ ９ １ ６１ ９３ 

 
 
（６）所内相談･電話相談･文書等による相談 

保健師による相談を随時行なっている。 

実人数   ８９７人 

＜相談内容＞                           （延人数） 

区分 
老人精神

保  健 
社会復帰 アルコール  薬物 思春期 

心の健康

づ く り 
その他 計 

面接 ６ １８１ ７ １３ ３ １２ ２９４ ５１６ 

電話 ４０ ４８３ ３４ ２ ２ ４４ ９０４ １５０９ 

文書 ４ ４５ １ ０ １ ０ ２９ ８０ 

関係機

関連絡 
５９ ６９９ ３０ ５ ２ ２８ １００４ １８２７ 

（合計数については P 122 ア.家庭訪問等の件数の再掲） 
 

 
（７）訪問指導 

精神障害者およびその家族に対して、医療・社会復帰・日常生活等について指導を

行う。精神障害者の多くは服薬の自己管理が困難であったり、社会性に乏しく家に閉

じこもりがちであったりする。また、家族の力にも限界があり、専門家による継続的

な支援が必要とされる。 

実人数   ２９４人 

＜相談内容＞                          （延人数） 

区分 
老人精神

保  健 
社会復帰 アルコール  薬物 思春期 

心の健康

づ く り 
その他 計 

 ６４ ２０７ ９ ０ １ １７ ４６２ ７６０ 

                （合計数については P 122 ア.家庭訪問等の件数の再掲） 
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（８）精神障害者社会復帰相談事業（デイケア） 

目的：回復途上にある精神障害者を対象に、集団及び個別に生活指導を行い、社会

生活の適応力を高めることを目的としている（週 2 回）。 

   経緯：昭和６３年に事業を開始し、平成１３年１０月より週３回実施し、平成１８

年４月からは週２回の実施となる。 

 

 実施状況 年度末の利用状況 終了の内訳 

年度 回数 実人数 延人数 終

了 

中

途

退

所 

見学

のみ 

継続 就

労 

学

校 

作

業

所

等 

自宅療

養（安

定者） 

自宅療

養 

（不安

定者） 

他 

H16 149 43 1,529 4 1 10 28 0 1 1 2 － － 

H17 109 55 1,263 15 － 11 29 1 0 5 7 1 1 

H18 99 38 1,304 8 － 6 24 0 0 3 1  4  0 

H19 97 36 1,138 14 － 2 20 0 0 6 3 1 4 

H20 96 26 1,115 8 － 4 14 1 0 3 3 0 1 

    家族との懇談会：通所者の家族らがそれぞれの体験を話し合い、交流しながら互

いに学習し合う場としている。（年３回、延べ参加者：13 人） 

 

 

 

（９）精神障害者社会復帰施設等に対する支援 

       精神障害者が、病院等における治療の結果、病状が安定した後、社会復帰のため 

     に必要な訓練を行う場を精神障害者社会復帰施設という。 

       入所決定時及び通所中は、地区担当保健師が通所者に対して、スムーズに訓練を 

     受けられるように支援をしている。 

 

区      分 名      称 定  員 現 員 訓    練    内    容    等 

耕房“光” ３０名 ３２名 軽作業・レクリエーション 

耕房“輝” ３０名 ３３名 軽作業・レクリエーション 

たいとう倶楽部 ２０名 ２５名 軽作業・レクリエーション 
共同作業所 

かれん ２０名 １９名 弁当作り・販売・喫茶接客 

チェリーハウス   ７名 ７名 共同生活の場の提供と日常生活の指導 
グループホーム 第２チェリー 

ハウス 
５名 ５名 共同生活の場の提供と日常生活の指導 

地域生活支援 

センター 
あさがお ― 154 名 

日常生活の相談および支援、地域交流

等（※ 左記の｢現員｣は登録者数） 

※ 上記事業は各々台東区の事業運営要綱により実施。地域生活支援センターのみ、平成

18 年 10 月より障害者自立支援法による事業として実施。 
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（10）ホームヘルプサービス 

精神障害者が自宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーを派遣

して必要な便宜を供与する事により、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、精神障害

者の福祉の増進を図る。 

 利用人員 派遣回数 派遣時間 備 考 

平成１６年度 ７人 延 285 回 延 465 時間  

平成１７年度 １０人 延 448 回 延 677 時間  

平成１８年度 １３人 延 1146 回 延 1131.5 時間  

平成１９年度 ２１人 延 1007 回 延 1140.5 時間  

平成２０年度 ２８人 延 1192 回 延 1431.5 時間  

※ ホームヘルプサービスは、平成 18 年 10 月により台東区の運営要綱による事業から、 

障害者自立支援法による事業として実施。 

 

（11）ショートステイ 

精神障害者の介護等を行うものの疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅に

おいて介護等を受けることが一時的に困難になった場合に、当該精神障害者を精神障害

生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福

祉の向上を図ることを目的とする。 

 入所実人員 入所延べ人員 入所延べ日数 備 考 

平成１７年度 ２名 ２名 ３日 平成１８年３月より開始 

平成１８年度 １名 １名 ３日 
平成 18年 10月より障害者

自立支援法による施行 

平成１９年度 ２名 ２名 １３日  

平成２０年度 0 名 0 名 ０日  

※ ショートステイは、平成 18 年 10 月により台東区の運営要綱による事業から、 

障害者自立支援法による事業として実施。 


